
⑴ 医療機関へ予約

⑵ 医療機関で予防接種予診票に記入

⑶ 接種費用を支払う

① 定期接種の場合 → 利用者負担額を医療機関で支払ってください。

② 任意接種の場合

☛ 町内医療機関（白井医院、たばた小児科、森田クリニック）

定期接種と同様に、利用者負担額を医療機関で支払ってください。

☛ 町外医療機関の場合

接種費用を医療機関に全額支払った後、吉見町保健センターに申請することで、

後日、利用者負担額を超えた金額※が町から助成されます。 ※助成には限度額があります。

予防接種の助成が始まりました

定期接種 任意接種

対
象
の
方

⑴ 令和７年度中に

65・70・75・80・85・90・95・１0０歳

になる方及び

101歳以上の方(令和7年度のみ)

⑵ 60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全
ウイルスによる免疫の機能の障害があり、
日常生活がほとんど不可能な方

令和７年度中に

５０歳以上となる方

※定期接種の対象の方を除きます

※令和７年度中に50歳の誕生日を迎える

方は、誕生日前日から接種が可能です

期
間

令和７年４月１日～令和８年３月３１日

※令和１１年度まで対象年齢の方を対象に実施

令和７年４月１日～令和８年３月３１日

※令和７年度のみ実施

種
類

利 用 者 負 担 額 （ 定 期 ・ 任 意 接 種 と も に ）

・生ワクチン（ビケン） 5,000円 × １ 回接種

・組換えワクチン（シングリックス） １８，０００円 × ２ 回接種

※ワクチンは２種類あり、接種方法や効果、持続期間、副反応などが異なります。

●接種内容

●接種方法

●申請方法（町外医療機関で任意接種を受けた場合）

必要書類 ⑴ 申請書 ⑵ 接種がわかる領収書
⑶ 通帳等 ⑷ 本人確認書類

下記の必要書類を吉見町保健センターに提出してください。

〈問い合わせ先〉

吉見町保健センター

℡0493-54-3120
※詳しくは保健センターにお問い合わせください。

帯状疱疹
５０歳以上の方へ


